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１ 公衆浴場の入浴料金について

(1) 公衆浴場の類型

(2) 物価統制令の適用

公衆浴場（銭湯）の入浴料金については、利用者の日常生活に与える影響が大

きいため、物価統制令（昭和２１年勅令第１１８号）に基づき、知事がその上限

価格を統制額として指定している。

統制額の指定に当たっては、入浴料金協議会を設置してその意見を聞き、適正

な入浴料金の統制額の指定を行うこととされている。

なお、物価統制令においては、統制額を超える契約、支払い又は受領の禁止を

規定するのみであり、統制額以下の支払い等を禁止するものではない。したがっ

て、統制額の範囲内であれば、地域の状況を鑑みながら、各施設において入浴料

金を決定できることとされている。

公衆浴場業（許可対象）

一般公衆浴場

その他の公衆浴場等

・形態等が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なもの

・いわゆる銭湯

・入浴料金について物価統制令を適用

・スーパー銭湯、健康ランド、ヘルスセンター、サウナ等

・入浴料金の規制なし

公衆浴場業（許可対象外）

・他法令に基づき設置され、衛生措置が講じられているもの

・デイ・ケアや老人福祉施設の浴場
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(3) 統制額改定の検討背景

本県においては、昭和 38 年以降、現在まで 29 回にわたり統制額の改定を行い、

現在の統制額は令和５年 10 月１日から施行している。

しかしながら、現行の統制額が令和５年 10 月に改正してから２年が経過し燃

料価格の高騰等の社会経済状況が変化していることや、近年全国的に改定に向け

た動きが見られること、静岡県公衆浴場業生活衛生同業組合から要望があったこ

となどから、統制額の改定を検討することとした。

このため、公衆浴場の経営実態調査及び利用者アンケート調査を実施し、その

結果を踏まえて統制額の改定について静岡県公衆浴場入浴料金協議会に諮問し、

協議会からの答申を統制額の改定に反映する。

○入浴料金の改定にかかる協議会の位置付け

知 事 協議会委員委嘱指定、告示

静岡県公衆浴場業

生活衛生同業組合
公衆浴場経営者 協議会開催

要望
①調査 ②回答

③委嘱

④諮問

⑤答申

⑥指定等

⑦指定通知
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２ 公衆浴場の現状

２－(１) 静岡県内の現状

○表１ 公衆浴場入浴料金統制額の推移 （単位：円）

○表２ 公衆浴場施設数の推移 （各年度３月末日現在）

＊令和７年度は 10 月末現在

○表３ 県内の銭湯の入浴料金一覧（令和７年公衆浴場経営実態調査より）

区 分

指定日等

大人

（満 12 歳以上）

中人

（満 6歳以上

12歳未満）

小人

（満 6歳未満）
備考

S52.3.25 １３０ ６０ ４０ 洗髪料４０

S54.10.1 １５０ ７０ 〃 〃

S56.1.16 １８０ ８０ 〃 〃

S58.2.11 ２００ ９０ 〃 〃

S61.8.22 ２４０ １００ ５０ 廃止

H1.9.1 ２６０ 〃 〃 消費税導入(３％)

H3.12.1 ２８０ 〃 〃 ―

H6.3.4 ３００ １２０ ６０ ―

H8.3.25 ３２０ 〃 〃 ―

H10.2.20 ３４０ 〃 〃 消費税増税(５％)

H17.4.1 ３６０ １４０ ７０ ―

H26.4.1 ４００ １６０ ８０ 消費税増税(８％)

R1.10.1 ４５０ １８０ ９０ 消費税増税(10％)

R5.10.1 ４９０ ２００ １００ ―

年度 Ｈ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

施設数 ４５ ４１ ３８ ３６ ３３ ２９ ２７ ２６ ２４ ２４ ２２

年度 １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ … Ｒ７

施設数 ２２ ２１ ２０ １９ １９ １６ １４ １２ １１ … ９

所在地 浴場 No. 大人（490 円） 中人（200 円） 小人（100 円）

下田市 １ 490 200 100

熱海市 ２ 300 150 80

沼津市 ３ 休業中

富士市 ４ 490 200 100

焼津市 ５ 490 200 100

湖西市 ６ 400 150 100

静岡市
７ 450 200 100

８ 470 200 100

浜松市 ９ 400 200 100

統制額上限/施設数 ３/８ ６/８ ７/８
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○表４ 県内各市の補助制度

※国及び地方公共団体は、以下のとおり、公衆浴場の利用の機会の確保に努めなけれ

ばならないとされており、県は、設備改善に係る補助事業を実施している。

（参考）

○公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律

（国及び地方公共団体の任務）

第三条

公衆浴場の経営の安定を図る等必要な措置を講ずることにより、住民の公衆浴

場の利用の機会の確保に努めなければならない。

所在地 整備費補助金制度
水道料減免措置

固定資産税

減免措置

その他助成

制度
上水道 下水道

下田市

設備改善事業費補助金※

・事業費の上限を 150 万円とし

て、1/2 を行政が補助（市と県

で 1/4 ずつ負担。）

― ○ ○
都市計画税

減免

熱海市 ― ― ○ ―

沼津市 ○ ○ ○ ―

富士市 ― ― ○ ―

湖西市 ○ ○ ○ ―

焼津市 ― ― ○ ―
入湯税

免除

静岡市

(政令市)
― ― ○ ○

都市計画税

減免

浜松市

(政令市)
― ○ ○ ○ ―

合 計

市町 ８
5 3 6 7 3
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２－(２) 全国の現状

○表５ 都道府県別の公衆浴場入浴料金統制額の分布（大人）

・令和５年 10 月以降に料金改定したのは 21自治体（下線）。平均改定幅は約 50 円。

・令和５年 10 月１日時点で本県と同額の 490 円であった６自治体のうち、３自治体において料

金改定が実施されている（右欄□で表示）。

・岩手、宮城、秋田、山形、茨城、島根、高知、佐賀、宮崎は組合なし。

・佐賀県は洗髪料を設けていた（統制額に洗髪料は含まない）が、R6.3.1 の料金改定にあわせて

廃止。

統制額
都道府県名

R5.10.1 時点 R7.10.1 時点

600 大阪

550 東京 神奈川 京都 鳥取 福岡

530 愛知

520 東京 大阪

500 神奈川 岐阜 愛知
北海道 埼玉 千葉 長野 富山

石川 岐阜 広島

490
北海道 石川 静岡 滋賀 京都

兵庫 ※全国６位

福井 静岡 滋賀 兵庫 和歌山

※全国 16 位

480
青森 岩手 宮城 埼玉 千葉

新潟 奈良 広島 福岡

青森 岩手 宮城 新潟 奈良

岡山 山口

470 富山 三重 山梨 三重

460 秋田 栃木 秋田 栃木 鹿児島

450

福島 群馬 福井 鳥取 岡山

山口 徳島 香川 愛媛 高知

熊本

福島 群馬 徳島 香川 愛媛

高知 佐賀 熊本

440 長野 和歌山

430 山梨 島根 大分 島根 大分

420 鹿児島

400 長崎 長崎

370 沖縄 沖縄

350 茨城 宮崎 茨城 宮崎

300 山形 山形

280 佐賀※
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大人 中人 小人

1 北海道 500 150 80 令和6年10月1日 188
2 青森県 480 170 80 令和5年4月10日 261

3 岩手県 480 170 80 令和2年4月1日 6

4 宮城県 480 160 90 令和5年1月1日 6
5 秋田県 460 130 90 平成31年1月1日 12

6 山形県 300 120 80 平成7年4月1日 0
7 福島県 450 150 90 平成30年4月1日 9

8 茨城県 350 130 70 平成10年3月1日 1

9 栃木県 460 200 100 令和5年2月15日 8
10 群馬県 450 200 100 令和5年8月1日 12

11 埼玉県 500 200 70 令和6年4月1日 30
12 千葉県 500 170 70 令和5年12月1日 32

13 東京都 550 200 100 令和6年8月1日 429

14 神奈川県 550 220 100 令和7年3月1日 109
15 新潟県 480 150 70 令和5年1月1日 24

16 富山県 500 180 100 令和7年3月1日 65
17 石川県 500 150 70 令和7年5月1日 59

18 福井県 490 160 70 令和6年1月1日 14
19 山梨県 470 170 70 令和7年4月1日 22

20 長野県 500 170 80 令和6年4月1日 30

21 岐阜県 500 180 100 令和5年4月1日 17
22 静岡県 490 200 100 令和5年10月1日 9

23 愛知県 530 180 100 令和7年4月1日 59
24 三重県 470 150 70 令和5年4月1日 18

25 滋賀県 490 150 100 令和5年5月1日 22

26 京都府 550 200 100 令和7年4月1日 132
27 大阪府 600 200 100 令和7年4月1日 354

28 兵庫県 490 180 80 令和5年1月11日 138
29 奈良県 480 200 100 令和5年10月1日 15

30 和歌山県 490 170 100 令和6年4月1日 27

31 鳥取県 550 200 100 令和7年5月1日 16
32 島根県 430 160 90 令和5年5月1日 1

33 岡山県 480 200 100 令和7年8月1日 11
34 広島県 500 200 100 令和7年8月1日 42

35 山口県 480 170 90 令和7年3月1日 15

36 徳島県 450 150 70 令和5年1月1日 23
37 香川県 450 150 60 令和5年10月1日 14

38 愛媛県 450 150 60 令和5年4月1日 23
39 高知県 450 150 60 令和5年10月1日 7

40 福岡県 550 200 100 令和7年4月1日 23
41 佐賀県 450 150 100 令和6年3月1日 1

42 長崎県 400 150 80 令和5年4月1日 12

43 熊本県 450 150 80 令和4年11月1日 57
44 大分県 430 160 80 令和4年12月27日 125

45 宮崎県 350 130 60 平成20年2月1日 9
46 鹿児島県 460 150 80 令和5年12月25日 242

47 沖縄県 370 170 100 平成18年2月11日 1

入浴料金(R7.10.1時点)
都道府県名 施行日

施設数
(R7.3月末時点)

○表６ 都道府県別の公衆浴場入浴料金統制額一覧表

・各項目の上位の料金は以下のとおり。

＜大人＞ 大阪府（600 円）、東京都ほか４県（550 円）、愛知県（530 円）

＜中人＞ 神奈川県（220 円）、静岡県ほか 11県（200 円）、富山県ほか３県（180 円）

＜小人＞ 静岡県ほか 19 県（100 円）、宮城県ほか４県（90円）、北海道ほか 10 県（80 円）
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２－(３) 公衆浴場経営実態調査結果（令和７年３～４月実施）

表１ １日当たり入浴客数の状況 （１施設当たり 単位：人）

表２ １施設当たりの従業者数の状況

＊端数処理のため内訳比率の計は、必ずしも 100%に一致しない。

＊回答があった施設のみ

調査年

区分

H２ H８ H15 H25 H30 R１ R２ R３ R４ R５ R６ R７

大 人 50.0 46.5 41.4 35.5 34.9 32.0 31.2 28.4 29.7 36.0 34.8 43.7

中 人 3.3 2.4 1.5 1.3 1.6 1.3 1.4 1.3 1.7 2.3 2.2 2.3

小 人 2.5 1.3 0.8 0.8 1.7 1.0 0.9 0.9 1.2 0.8 0.9 1.0

調査年

区分

平成２年 平成８年 平成 15 年 平成 25 年 平成 30 年 令和元年

施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率

従

業

者

数

１人 2 3.3 3 7.5 3 13.6 2 16.7 1 11.1 1 10.0

２人 30 50.0 16 40.0 8 36.4 6 50.0 3 33.3 4 40.0

３人 22 36.7 12 30.0 7 31.8 3 25.0 5 55.6 5 50.0

４人 6 10.0 8 20.0 2 9.1 1 8.3 - - - -

５人以上 - - 1 2.5 2 9.1 - - - - - -

計 60 100 40 100 22 100 12 100 9 100 10 100

平均

従業者数
2.5 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4

調査年

区分

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率

従

業

者

数

１人 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 12.5 1 12.5

２人 4 40.0 4 40.0 4 40.0 6 60.0 5 62.5 5 62.5

３人 5 50.0 4 40.0 4 40.0 2 20.0 2 25.0 2 25.0

４人 - - 1 10.0 1 10.0 1 10.0 0 0.0 0 0.0

５人以上 - - - - - - - - - - - -

計 10 100 10 100 10 100 10 100 8 100 8 100

平均

従業者数
2.4 2.5 2.5 2.3 2.2 2.2
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表３ 従業者の内訳の状況

＊端数処理のため内訳比率の計は、必ずしも 100%に一致しない。

表４ 専業・兼業の状況

＊複数の兼業業種を持つ施設があるため、兼業種延べ計は兼業施設数と一致しない。

＊端数処理のため内訳比率の計は、必ずしも 100%に一致しない。

表５ 営業日数の状況

＊端数処理のため内訳比率の計は、必ずしも 100%に一致しない。

調査年

区分

平成２年 平成８年 平成 25 年 平成 31 年 令和５年 令和６年 令和７年

人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率

内

訳

経 営 者 54 35.8 38 35.8 10 40.0 10 41.7 10 43.4 8 47.1 8 47.1

家族従事者 64 42.4 45 42.5 13 52.0 12 50.0 11 47.8 7 41.2 7 41.2

雇用従事者 33 21.9 23 21.7 2 8.0 2 8.3 2 8.7 2 11.8 2 11.8

計 151 100 106 100 25 100 24 100 23 100 17 100 17 100

平均年齢 65.4 69.5 75.6 76.7 78.7 77.0 78.0

調査年

区分

平成２年 平成８年 平成 25 年 平成 31 年 令和５年 令和６年 令和７年

施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率

専 業 26 43.3 15 37.5 5 50.0 4 40.0 4 40.0 4 50.0 4 50.0

兼 業 34 56.7 25 62.5 5 50.0 6 60.0 6 60.0 4 50.0 4 50.0

兼

業

種

内

訳

家族浴場・サウナ 7 17.5 6 20.7 2 33.3 2 28.6 1 16.6 1 25.0 1 25.0

給与所得者 4 10.0 2 6.9 1 16.7 1 14.3 0 0 0 0 0 0

不動産貸付業 13 32.5 7 24.1 2 33.3 2 28.6 2 33.3 1 25.0 1 25.0

旅 館 業 9 22.5 8 27.6 1 16.7 2 28.6 2 33.3 1 25.0 1 25.0

そ の 他 7 17.5 6 20.7 0 0 0 0 1 16.6 1 25.0 1 25.0

延 べ 計 40 100 29 100 6 100 7 100 6 100 4 100 4 100

合 計 60 40 10 10 10 8 8

調査年

区分

平成２年 平成８年 平成 25 年 平成 31年 令和５年 令和６年 令和７年

施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率

無 休 4 6.7 1 2.6 - - - - - - - - - -

有

休

月１回休業 1 1.7 - - - - - - - - - - - -

月２回休業 9 15.0 9 23.1 - - 2 20.0 1 10.0 1 12.5 1 12.5

月３回休業 9 15.0 7 17.9 - - 2 20.0 1 10.0 1 12.5 1 12.5

週１回休業 33 55.0 19 48.7 4 40.0 4 40.0 4 40.0 4 50.0 4 50.0

その他 4 6.7 3 7.7 6 60.0 2 20.0 4 40.0 2 25.0 2 25.0

合 計 60 100 39 100 10 100 10 100 10 100 8 100 8 100

年平均営業日数 315 314 312 310 294 308 312
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表６ 営業時間の状況

＊端数処理のため内訳比率の計は、必ずしも 100%に一致しない。

表７ 使用燃料の状況

＊複数の燃料を使用する施設があるため、合計欄は回答施設数と一致しない。

＊端数処理のため内訳比率の計は、必ずしも 100%に一致しない。

表８ 使用浴用水の状況

＊端数処理のため内訳比率の計は、必ずしも 100%に一致しない。

調査年

区分

平成２年 平成８年 平成 25 年 平成 31年 令和５年 令和６年 令和７年

施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率

４時間未満 1 1.7 - - - - - - 1 10.0 - - - -

４～５ 7 11.7 6 15.0 - - 1 10.0 1 10.0 2 25.0 2 25.0

５～６ 12 20.0 5 12.5 5 50.0 3 30.0 2 20.0 1 12.5 1 12.5

６～７ 12 20.0 13 32.5 2 20.0 2 20.0 1 10.0 - - - -

７～８ 15 25.0 8 20.0 - - 1 10.0 1 10.0 1 12.5 1 12.5

８～９ 5 8.3 5 12.5 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 12.5 1 12.5

９～10 3 5.0 1 2.5 - - 1 10.0 1 10.0 1 12.5 1 12.5

10～11 2 3.3 - - 1 10.0 - - 1 10.0 1 12.5 1 12.5

11 時間以上 3 5.0 2 5.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 12.5 1 12.5

合 計 60 100 40 100 10 100 10 100 10 100 8 100 8 100

平均営業時間 6 時間 57 分 6時間 34 分 6 時間 54 分 6時間 51 分 ７時間６分 ７時間34分 ７時間 34分

調査年

区分

平成２年 平成８年 平成 25 年 平成 31年 令和５年 令和６年 令和７年

施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率

重 油 17 27.9 12 27.9 3 27.3 4 40.0 3 30.0 2 25.0 2 25.0

廃 油 22 36.1 13 30.2 5 45.5 4 40.0 4 40.0 3 37.5 3 37.5

灯 油 2 3.3 1 2.3 - - - - - - - - - -

雑 燃 料 16 26.2 11 25.6 1 9.0 - - - - - - - -

温 泉 4 6.6 6 14.0 2 18.2 2 20.0 3 30.0 3 37.5 3 37.5

合 計 61 100 43 100 11 100 10 100 10 100 8 100 8 100

調査年

区分

平成２年 平成８年 平成 25 年 平成 31年 令和５年 令和６年 令和７年

施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率 施設数 比率

井戸水 11 18.3 6 15.0 5 50.0 5 50.0 4 40.0 3 37.5 3 37.5

水道水 18 30.0 6 15.0 1 10.0 1 10.0 2 20.0 - - - -

温 泉 3 5.0 3 7.5 - - - - 1 10.0 1 12.5 1 12.5

井戸・水道 19 31.7 21 52.5 2 20.0 2 20.0 2 20.0 2 25.0 2 25.0

水道・温泉 8 13.3 4 10.0 1 10.0 1 10.0 - - 1 12.5 1 12.5

井戸・水道・温泉 1 1.7 - - 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 12.5 1 12.5

合 計 60 100 40 100 10 100 10 100 10 100 8 100 8 100
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表９ 経営上の問題

＊端数処理のため内訳比率の計は、100%に一致しない。

表 10 今後の経営についての意向

調査年

区分

平成２５年 平成３１年 令和５年 令和６年 令和７年

比率（％） 比率（％） 比率（％） 比率（％） 比率（％）

１ 入浴客の減少 17.4 15.7 13.4 10.8 10.8

２ 経費の増加 13.0 9.8 15.3 16.2 13.5

３ 施設の老朽化 17.4 15.7 15.3 16.2 16.2

４ 設備の老朽化 17.4 15.7 17.3 18.9 18.9

５ 料金の低価格 8.7 15.7 1.9 2.7 2.7

６ 立地条件の悪化 0 0 0 0 0

７ 同業者の競合 0 0 1.9 2.7 2.7

８ 燃料の確保 6.5 3.9 3.8 2.7 5.4

９
営業者の老齢化、

病弱等
13.0 11.8 13.4 13.5 13.5

10
家族労働力の老齢化、

病弱等による弱体化
2.2 5.9 11.5 5.4 5.4

11 雇用従業者の確保 0 0 0 2.7 2.7

12 駐車場の確保 4.3 3.9 1.9 2.7 2.7

13 その他 0 2.0 3.8 5.4 5.4

計 100 100 100 100 100

平成２５年 平成３１年 令和５年 令和６年 令和７年

調査年

区分

施設

数

比率

(％)

施設

数

比率

(％)

施設

数

比率

(％)

施設

数

比率

(％)

施設

数

比率

(％)

今後も続けて経営する 5 50.0 8 80.0 6 60.0 5 62.5 6 75.0

転廃業の方針を固めている 0 0 0 0 2 20.0 0 0 0 0

判断しかねる（無回答含む。） 5 50.0 2 20.0 2 20.0 3 37.5 2 25.0

計 10 100 10 100 10 100 8 100 8 100
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○実態調査結果による事業者収支内訳（全８施設平均）

区 分 R6 実績

収入

入浴料金収入 5,520,507

物品販売収入 422,594

補助金等 0

その他 3,169

収入 合計 5,892,931

支出

人件費 2,044,644

その他の支出

用水費 443,331

燃料費 1,577,919

光熱費 817,150

備品費 38,534

消耗品費 202,757

修繕費 161,485

賃借料 353,286

保険料 112,966

公租公課 145,886

減価償却費 809,439

支払利息 4,149

会費及び交際費 66,682

販売物品仕入高 336,886

その他 283,815

小計 4,882,240

合計 (A） 6,926,884

差引 -1,033,953

入浴客数

（人/日）

大人 40

中人 2

小人 1

大人換算 41.37

年間営業日数 305

大人換算年間延入浴者数 (B） 12,617

一人当たり支出額 （A / B） 549

* 調査対象年 ： 令和６年１月～12 月（１年間）

* 調査実施年月 ： 令和７年４月



はい 料金 いいえ 回答無 改定についての意見 経営についての意見

大人 500 大人 490
中人 中人 200

小人 小人 100

大人 大人 300
中人 中人 150

小人 小人 80

大人 大人 490
中人 中人 200

小人 小人 100

大人 570 大人 490

中人 250 中人 200

小人 150 小人 100

大人 500 大人 400
中人 中人 150

小人 小人 100

大人 大人 450
中人 中人 200

小人 小人 100

大人 大人 470
中人 中人 200

小人 小人 100

大人 500 大人 400
中人 中人 200

小人 小人 100

8 4 3 1

アンケート回答の内容（料金改定希望の有無）
現在の料金

1 ○

【今後】
今後も続けて経営するが、近代化・多角化をはかる意思はない。
【経営上の問題点】
施設・設備の老朽化、営業者の老齢化、病弱等

2 〇
厳しい経営状況だが、節約できるところは節約
して、お客さんのためにも頑張りたい。

【今後】
今後も続けて経営するが、近代化・多角化をはかる意思はない。
【経営上の問題点】
施設・設備の老朽化、営業者の老齢化

3 〇
（聴取り）
料金改定より、補助金だとありがたい。

【今後】
今後も続けて経営するが、近代化・多角化をはかる意思はない。
【問題点】
入浴客の減少、経費の増加、設備の老朽化、営業者の老齢化・病弱等、雇用従業者の確保

4 ○

様々な経営努力を行っているが、物価高騰、人
件費負担増に加え、温泉使用料の引き上げに
よるコスト負担により損益は厳しさを増してい
る。入浴料金の引き上げは、経営存続・維持の
ため不可欠の状況。

【今後】
今後も続けて経営し、経営の近代化や多角化をはかる意思がある（物品販売や商品開発等）。
【経営上の問題点】
経費の増加、料金の低価格、同業者との競合、その他（温泉使用料の値上げによる負担増、最低賃金の引上
げによる負担増）
【経営についての意見】
弊社は地域のコミュニティ、健康増進、福祉への貢献のほか、地域の観光振興に寄与する施設（温泉を使った
銭湯）としての役割もになっていると考えている。事業の経営存続のため、大局的視点に立った支援をお願いし
たい。

5 ○

【今後】
今後も続けて経営するが、近代化・多角化をはかる意思はない。（できる限り続けたい）
【問題点】
入浴客の減少、経費の増加、施設・設備の老朽化、その他（燃料費、電気料、下水道）

6 ○

【今後】
回答なし
【問題点】
入浴客の減少、経費の増加、施設・設備の老朽化、燃料の確保、営業者や家族労働力の老齢化、病弱等、駐
車場の確保
【経営についての意見】
年々家庭風呂が普及し、常連客が減少している現状、値上げは厳しい。補助が欲しい。

7 〇

物価高騰により経営は困難な状況であるが、お
客さんのことを考えると上げにくい。設備も古く、
新しい温浴施設にはかなわないので値上げしに
くい。

（聴取り）
料金改定より、補助金だとありがたい。

【今後】
今後も経営を続ける。近代化・多角化をはかる意思あり。
【問題点】
入浴客の減少、経費の増加、施設・設備の老朽化
【意見】
老朽化した箇所を直したり、入浴者数の減少を補助するなど、安心して経営ができるようお願いしたい。不安だ
らけの経営。

8 ○
（聴取り）
お金のやりとりが大変で、400円にしてる。お客
さんからは500円でも良いと言われている。

【今後】
今後も続けて経営するが、近代化・多角化をはかる意思はない。
【問題点】
施設・設備の老朽化、営業者の老齢化・病弱等、家族労働力の老齢化、病弱等による弱体化

 -
 
1
2
-



２－(４)　公衆浴場利用者アンケート結果

　　（対象８施設　　回収枚数　669枚　　　令和７年３～５月実施）

0－9歳

0.9%
10－19歳

1.8%
20－29歳

8.1%

30－39歳

7.8%

40－49歳

11.0%

50－59歳

17.5%60－69歳

17.8%

70－79歳

20.8%

80歳以上

14.3%

グラフ１　利用者の年齢

あり

83.3%

なし

15.5%

未記入

1.2%
グラフ２　自家風呂の有無

毎日

8.2%

週６日

4.6%

週５日

7.2%

週４日

10.2%

週３日

14.9%
週２日

14.8%

週１日

12.0%

たまに

28.1%

グラフ３　１週間の利用状況
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同程度

54.0%
減らす

21.8%

わからない

24.2%

グラフ４　値上げした場合の利用回数

　　　　（上限額(490円)に設定している３施設の利用者(285人)の回答）

20円まで

55.9%40円まで

20.8%

60円まで

16.9%

80円まで

3.2%

100円

3.2%

グラフ５　「同程度利用する」と回答した54.0％(154人)のうち、

　　　　　　値上げ幅の条件
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３ 公衆浴場入浴料金算定等

（１）算定の考え方とその金額

考え方：現行統制額に、前回改定時からの物価指数の上昇分を反映

・消費者物価指数は以下のとおり。（関連指標抽出）

○算定金額

490 円(現行料金)×1.051(物価指数上昇分)＝515 円⇒５２０円

（２）利用者アンケート結果（令和７年３～５月実施、回答数 285 人）

（ア）料金の値上げを実施した場合の利用頻度

（上限額(490 円)に設定している３施設の利用者(285 人)の回答を抽出）

（イ）「同程度利用する」と回答した利用者に対し、同程度利用する値上げの許容額

・80 円までの値上げ（570 円）を許容：6.4％

・60 円までの値上げ（550 円）を許容：23.3％

・40 円までの値上げ（530 円）を許容：44.1％

（３）他県改定状況（Ｐ５参照）

・令和５年 10 月以降に料金を改定したのは全国で 21 都道府県に及び、全国的に料

金改定の動きが見られる。

料金改定を行った都道府県の平均改定額：約 50 円

区分
令和

R5→R7 変動率
元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年

生鮮食品を

除く総合
100.2 100.0 99.8 102.1 105.2 107.9 110.6 5.1%

(参考)光熱・水道 102.5 100.0 101.3 116.3 108.5 112.8 117.9 8.6%

区分 現在と同程度利用する 利用回数を減らす 分からない・未記入

割合 54.0％ 21.8％ 24.2％

区分 20 円まで 40 円まで 60 円まで 80 円まで 100 円

割合 55.9％ 20.8％ 16.9％ 3.2％ 3.2％
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（４）事務局案

・（１）のとおり、物価上昇分を反映させた金額は「520 円」であった。

・（２）の統制価格(490 円)を入浴料金としている施設利用者アンケート結果において

は、値上げをしても現在と同程度利用すると回答した利用者は５割を超えていた。

また、許容している利用者のうち 20 円までの値上げ（510 円）を許容する者は５割

を超えていた一方、40 円までの値上げ（530 円）を許容する者は５割を下回った。

・（３）のとおり、令和５年 10 月以降に料金改定があった他自治体の値上げ幅は平均

約 50 円であった。静岡県よりも統制額が高額な都道府県は、600 円(1 件)、550 円(5

件)、530 円(1 件)、500 円(8 件)であった。

・また、中人・小人料金について、Ｐ６にも記載のとおり、中人の最高値は神奈川県

の 220 円（次点で 200 円の自治体が本県含む 12 県）、小人の最高値は本県含む 20 県

の 100 円であるように、現行料金はいずれも全国トップレベルの設定であり、他自

治体とのバランスを考慮すべきである。あわせて、それぞれの区分の入浴者数が少

ない実態から、料金改定による経営改善効果は大きくないと考えられる。したがっ

て、据え置きとすることが妥当であると考える。

⇒これらを総合的に勘案し、下表のとおり事務局案とする。

【事務局案】

（参考）前回改定時（令和５年）の事務局案の考え方で算定した場合は、以下のとおり。

前回考え方：全施設の平均支出額と平均入浴客数から「1 人当たりにかかる金額」を算定

○算定結果

6,926,884 円÷12,617 人＝549 円/人⇒５５０円

・R6 全施設平均支出額：6,926,884 円、R6 全施設平均入浴者数：12,671 人

区分 現行統制額 事務局案 備考

大人（満 12 歳以上） ４９０円 ５２０円 ３０円引上げ

中人 （満６歳以上） ２００円 ２００円 据え置き

小人 （満６歳未満） １００円 １００円 据え置き
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（５）参考

・物価統制令においては、統制額は上限料金を超えた受領などを規定するのみであ

り、統制額以下の支払いなどを禁止するものではない。（昭和 41 年４月 18 日付け

環衛第 5,044 号による厚生省環境衛生局環境衛生課長回答）

・よって、上限料金である統制額の範囲内であれば、地域の状況を鑑みながら、各

施設において入浴料金を決定できることとされている。


